
廿日市市空き家バンク運営業務仕様書（案） 

 

１　業務の名称 
廿日市市空き家バンク運営業務（以下「バンク業務」という。） 

 

２　業務の目的 
空き家の流通促進を行うことで、地域の空家等対策を進め、かつ、不動産ストックの流通・

利活用を促進するとともに、市民と市外居住者等の交流拡大及び定住促進による地域の活力維

持と増進を図るため。 

 

３　業務委託期間 
令和８（2026）年７月中旬から令和 11（2029）年３月 31 日まで 

 

４　実施場所 
廿日市市　中山間地域（旧佐伯町及び旧吉和村） 

 

５　業務内容 
(1)　業務の概要 

バンク業務は、空き家の売却又は貸借を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市

内への交流・定住を目的とする居住等希望者に対して紹介し、マッチングするものである。 

 

(2)　業務内容の詳細 
業務内容の詳細は、別表１のとおり。 

 

６　委託料 
(1)　業務委託料上限額（１法人あたり） 

令和８年度：100 万円（税込） 

令和９年度： 50 万円（税込） 

令和 10 年度：50 万円（税込） 

 

(2)　委託料の支払い 
成果連動型民間委託契約方式（PFS）による契約とし、委託期間における各年度の委託料に

ついては、次表のとおり、成果度合いに応じた額を支払うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



※１　登録件数には、令和８年９月末日時点で、市が運営する空き家バンクに登録されていた物

件は含まない。 

※２　成約件数には、令和８年９月末日時点で、市が運営する空き家バンクに登録されていた物

件を含む。ただし、バンク業務受託者が所有者から登録物件を購入又は賃借する場合は、その

後に第三者が当該物件を購入又は賃借し、売買又は賃貸借契約が締結されたものを計上する

こととする（以下、同様）。 

 

７　目標指標 
バンク業務の委託期間における目標指標（１法人あたり）は、次のとおりである。 

 

８　空家等管理活用支援法人の更新 
各時点の目標指標を達成した場合、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）の指定

更新にあたって、支援法人を次のとおり取り扱う。 

ただし、この取り扱いは、次の場合に限る。 

(1)　市が令和 11 年度以降も引き続き支援法人の指定及びバンク業務の委託を行う場合 

(2)　支援法人が指定期間中及び更新時に、廿日市市空家等管理活用支援法人の指定等に関する

事務取扱要綱及び廿日市市空家等管理活用支援法人の指定に関する方針の規定に違反して

いない場合 
 

 成果項目

計

 空き家バンク

ホームページ 

作成

空き家バンク

ホームページ 

運用

空き家バンク 

新規登録件数

空き家バンク 

成約件数

 ９月末日まで

に作成が完了

していること

年度中に滞り

なく運用でき

ていること

当該年度内に新規

登録が行われてい

ること（※１）

当該年度内に成約

が行われているこ

と（※２）

 
委
託
料
（
万
円
）

令和８

年度
60 5

５万円／１件 

（上限 15万円）

５万円／１件 

（上限 20万円）
100

 令和９

年度
－ 10

2.5 万円／１件 

（上限 25万円）

2.5 万円／１件 

（上限 15万円）
50

 令和 10

年度
－ 10

2.5 万円／１件 

（上限 25万円）

2.5 万円／１件 

（上限 15万円）
50

 令和９年８月末日時点 令和 10年８月末日時点

 空き家バンク総登録件数 20件 40 件

 空き家バンク総成約件数 14件 28 件

 令和９年８月末日 令和 10 年８月末日 令和 11 年度以降の取り扱い

 

達成

状況

○ ○ 法人指定及び業務委託の継続

 ○ × 法人指定及び業務委託の選定に優位

 × ○ 同上

 × × 新規申請者と同一



９　月次報告書の提出 
受託者は、毎月８日までに、別表２～５のとおり、前月の活動実績をまとめた報告書の PDF

データをメールで提出すること。８日が土日祝の場合は、翌開庁日までとする。 

 

１０　打ち合わせ等 
(1)　受託者は、業務をより円滑及び効果的に遂行することを目的とし、４月及び 10 月に対面

形式又は Zoom により市と定期打合せを行うものとする。対面形式の場合は市役所にて行い、

Zoom を使用する場合は、市が会議を設定する。 

(2)　打ち合わせ等により、修正・改善箇所が生じた場合は、適宜修正に応じるものとする。 

(3)　突発的な事項が発生した場合は、市の指示に従わなければならない。 
 

１１　業務の注意事項等 
(1)　業務の遂行に際し、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）等の関係法令に抵触し

ないこと。 

(2)　委託業務の全てを再委託してはならない。また、業務の一部を第三者に委託又は請け負わ

せる場合には、事前に書面により市と協議し、市の承諾を得るとともに、業務が円滑に行わ

れるように再委託先に対し指示等を行うこと。 

(3)　４．実施場所以外のエリアに所在する空き家をバンク業務として取り扱わないこと。 

(4)　業務委託を終了したときは、空き家バンク用ホームページの公開を取り止めること。ただ

し、引き続きバンク業務を受託する場合はこの限りでない。 

(5)　業務委託の終了時に登録中の物件については、以降受託者が空き家バンクとして取り扱う

ことはできない。ただし、物件所有者等と調整のうえ、空き家バンク外で取り扱うことを妨

げるものではない。 
 

１２　業務完了報告・成果品 
受注者は、委託期間における各年度末終了後、速やかに業務完了通知書とあわせて、以下の

書類で構成するバンク業務報告書を紙媒体（１部）及び電子媒体（CD-R１部）で市に提出する

こと。 

(1)　登録申込書一式 

(2)　登録完了書 

(3)　空き家バンクホームページへの掲載情報をまとめたもの 

(4)　登録変更届 

(5)　登録取消申出書一式 

(6)　登録取消通知書 
 

１３　その他 
(1)　本仕様書に定めのない事項または記載内容について疑義が生じた場合は、市と受託者が協

議して定めるものとする。 

(2)　廿日市市個人情報取扱委託基準及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適正に扱

うものとする。



別表１　業務内容の詳細 

 手順

特記事項  
番号

業務内容 

（◆は任意実務、その他は必須実務）

 １ 地域連携先（※１）との顔合わせ ・支援法人と地域連携先の関係構築のため、支援法人の

指定日から９月末日までの間に、支援法人３団体及

び地域連携先４団体が一同に会する機会を設けるた

め、出席すること。

 ２ 空き家バンクホームページの作成 ・令和８年９月末日までに完了すること。 

・空き家バンクホームページには、登録物件の情報（※

２）を、登録日から購入又は賃借の内諾に至るまでの

間に漏れなく掲載すること。 

 ３ 空き家バンクホームページの運用 ・令和８年１０月１日より運用を開始すること。 

・市が運用するホームページ（※３）には、支援法人が

作成した空き家バンクホームページのリンク先のみ

を掲載する。

 ４ 空き家バンク登録申込の対応

 (1) 空き家の掘り起こし◆ ・地域連携先と連携し、効率的な空き家の掘り起こし

や、各地区等の地域性やまちづくりの特性に配慮し

た運営が求められる。

 (2) 所有者等からの登録相談の対応

 (3) 所有者等からの登録申込書の受理 

 

【添付書類】 

・所有が確認できるもの 

　（例：土地及び建物の登記事項証明

書又は納税通知書の写し）

・登録申込を必ず受理しなければならないものではな

い。ただし、受理しない場合は、その理由を申込者に

丁寧に説明すること。 

・登記上の所有者に限らず、実質的に所有権や使用する

権利を有する者の登録も可能であるが、売買契約締

結前に速やかに相続登記等ができることが見込まれ

る場合のみ登録申込を受付すること。

 (4) 所有者等へ補助金の利用案内 ・空き家活用支援補助金を案内すること。

 ５ 物件調査

 (1) 所有者等との日程調整、現地立会

◆

 (2) 空き家バンクホームページ公開用

の情報収集

・現地確認や所有者等からの聞き取り等により、空き家

バンクホームページに掲載するための情報を収集す

ること。

 ６ 物件情報の取りまとめ◆

 ７ 登録完了書の交付

 ８ 登録物件の情報公開 

(1) 空き家バンクホームページへの掲

載 

(2) その他、ＳＮＳ等への掲載◆

・登録物件の情報は、登録者の承諾を得たうえで、空き

家バンクホームページ以外のホームページやＳＮＳ

に掲載することができる。ただし、事前に所有者等の

承諾を得ること。



※１　地域連携先とは、空き家バンクの目的を達成するために、バンク業務の運営に協力的な意向を有す

る地域自治組織等の団体のこと。当該団体は、中山間地域の特定の地区等（吉和、津田、浅原、玖

島）ごとに設けており、支援法人の指定後に別途共有する。 

　地域連携の目的は、支援法人と地域連携先が連携することにより、地域連携先から支援法人に対す

る空き家情報の提供、支援法人による各地区等の地域性やまちづくりの特性に配慮した運営が図られ

ることである。 

※２　登録物件の情報は、物件の所在地、価格及び物件写真を含むものとする。 

※３　市が運用するホームページＵＲＬは次のとおりである。

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/53/23529.html 

※４　バンク業務受託者が所有者から登録物件を購入又は賃借する際には提出を求めるものではない。 

 ９ 物件見学対応 

(1) 見学希望者の受付 

(2) 日程調整、現地対応 

(3) 見学後アンケートの実施 

(4) 見学結果の聴取

・宅地建物取引業法に抵触することのないように対応

すること（同法の資格を有しない事業者においては、

資格を有する任意の事業者に依頼することにより対

応することが認められる）。

 10 登録変更届の受理◆ ・４－(3)又は８－(1)の内容に変更が生じたもののう

ち、その内容から判断し、登録者との共通認識を図っ

ておくことが必要と認められる場合のみ提出を求め

ること。

 11 空き家バンクホームページからの公開

情報の取り下げ

・登録者より登録取消の申出があった場合又は購入若

しくは賃借の内諾に至った場合に、空き家バンクホ

ームページにその旨を掲載し、公開情報を取り下げ

ること。

 12 登録取消申出書の受理 

 

【添付書類】 

・売買又は賃貸借契約書の写し 

・登録者より登録取消の申出がある場合又は売買若し

くは賃貸借契約が締結された場合（※４）に行うこ

と。

 13 登録取消通知書の交付



別表２　月次報告書（空き家バンク登録・内覧・成約件数一覧表）

③市内在住者 ④県内在住者 ⑤県外在住者 ⑥市内在住者 ⑦県内在住者
⑧過去3年以内に県
外居住歴有り

⑦県外居住者

令和8年10月

令和8年11月

令和8年12月

令和9年1月

令和9年2月

令和9年3月

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（広島県に毎月10日頃に提出するもの）

内覧件数 成約件数

NO
①登録中物件数
（月末時点）

②新規登録物件数



別表３　月次報告書（空き家バンク登録台帳） ※数字は全て半角で入力すること

廿日市 佐伯 吉和 大野 宮島
R8B1-1 R8.10.1 R8.10.20 R8.11.1 R9.1.5 R9.2.1 R9.2.15 廿日市　太郎 大野　次郎（50歳）廿日市市下平良一丁目11番1号 廿日市市津田1989番地 ○

地域
登録番号 受付日 登録日 HP公開日

HP公開
停止日

成約日
(契約日）

取下日
何も入力し

ない
登録者 購入者・賃貸者 物件所在地



売　買 賃　貸 手続き等 家財整理 改修 自己改修
400 家財整理予定 R08・売・佐 R08・売・佐 500 350 100 150

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

売買・賃貸の別 空き家活用支援補助金の交付決定日
都計外

市街化
調整

その他
何も入力し

ない
登録 成約 取下げ 当初価格

実際の
売買価格

当初価格と変更
後価格の差額

当初価格と実際の売
買価格の差額



別表４　月次報告書（物件別管理記録表）

2026/10/1 2026/10/7 2026/10/20 2026/11/1 2026/11/15 2026/12/1 2026/12/10 2026/12/26 2026/1/5 2027/2/1 2027/2/5 2027/2/15

登録申込 現地調査 登録完了 物件情報公開 内覧① 内覧② 登録変更受理 内覧③ 物件情報取下 契約締結 登録取下申出 登録取下通知

物件番号

物件名

R8B1-1

廿日市邸

番
号

進捗状況
（上段：日付、下段：内容）

例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



別表５ 内覧者一覧表

みんと。 市ＨＰ LINE 窓口 知人からの紹介 その他 不明 その他（記入欄） 住み替え
仕事の都合に
よる引越し

子育て環境の
改善

農業を始めた
い

別荘使い
作業場や物置
として利用

お店を始めたい その他 不明 その他（記入欄）

自営業

その他：

会社員

その他：

会社員

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

本物件を知ったきっかけ（複数回答可） 物件を探している理由（複数回答可）

件数 内覧日 登録番号 物件名 地域 内覧番号 内覧者 内覧者居住地 性別 年齢 職業

例1 R8.11.15 R8B1-1 廿日市邸 津田 1 佐伯 三郎 広島市 男性 60代 ○ ○

例2 R8.12.1 R8B1-1 廿日市邸 津田 2 吉和 四郎 広島市 男性 40代 ○ ○

例3 R8.12.26 R8B1-1 廿日市邸 津田 3 大野 次郎 廿日市市 男性 30代 ○
○社の空き家バンク
ホームページ

○

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０



売却価格あるいは賃
料が予算内だったた

め

物件がある地域を
気に入っているため

物件の周りの環境が
良かったため

物件を気に入ったた
め

車庫や倉庫が付いて
いたため

農地が付いていたた
め

その他 不明 その他（記入欄）
改修費用が多くかかり
そうだったため

売却価格または賃料が
高いと感じたため

物件もしくは物件周辺の環
境がイメージと違ったため

その他 不明 その他（記入欄）

夫婦2人 無し 無し

夫婦と子1人 有り 無し

夫婦と子2人 無し 有り

本物件を見学したいと思った理由（複数回答可） 見合わせた理由（複数回答可）

家族構成 現在のお住まいの住宅
過去3年以内に県外に在
住していたことはあるか

過去3年以内に廿日市市内
に在住していたことはある

か
内覧の結果

○ 持ち家一戸建て 見合わせる ○

○ 賃貸集合住宅 見合わせる ○

○ 賃貸集合住宅 購入（賃貸）する


